
京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を改正する規則を公

布する。 

  平成３１年３月２９日   

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を改正する規 

   則 

 京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第１条第２２項を同条第２４項とし，同条第６項から第２１項までを２項ずつ繰り下げ，

同条第５項に次のただし書を加える。 

  ただし，前項の規定により兼職されたものとみなされる職員を除く。 

 第１条第５項を同条第７項とし，同条第４項を同条第５項とし，同項の次に次の１項を

加える。 

６ 文化市民局地域自治推進室に属する職員のうち次の表の左欄に掲げる職にある職員は，

その職にある間，辞令を用いることなく，同表の右欄に掲げる職に兼職されたものとみ

なす。 

文 化 市 民 局 地 域 自 治 推 進 室 長 全ての区役所等の区民部担当部 長 

文化市民局地域自治推進室市民窓口企

画課長 

市税事務所市民税室担当課長及び納税室担

当課長並びに全ての区役所等の区民部市民

窓口課担当課長 

文化市民局地域自治推進室市民窓口係

長 

全ての区役所等の区民部市民窓口課担当係

長 

 第１条第３項に次のただし書を加える。 

ただし，前項の規定により兼職されたものとみなされる職員を除く。 

第１条第３項を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 区役所等の区民部市民窓口課長は，その職にある間，辞令を用いることなく，市税事

務所市民税室担当課長及び納税室担当課長並びにこの項の適用を受ける職員が属する区

役所等以外の全ての区役所等の区民部市民窓口課担当課長に兼職されたものとみなす。 

 第２条第３項各号列記以外の部分中「前条第３項」の右に「及び第４項」を加え，同条

第４項各号列記以外の部分中「前条第４項」を「前条第５項」に改め，同条第５項各号列
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記以外の部分中「前条第５項」を「前条第６項及び第７項」に改め，同項中第６号を第７

号とし，第２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ，第１号の次に次の１号を加える。 

   戸籍法その他の戸籍に関係する法令に基づく報告，戸籍事務に係る調整並びに帳簿

及び書類の管理及び点検に関すること。 

第２条第６項各号列記以外の部分中「前条第６項」を「前条第８項」に改め，同条第７ 

項中「前条第７項」を「前条第９項」に改め，同条第８項各号列記以外の部分中「前条第

８項」を「前条第１０項」に改め，同条第９項中「前条第９項」を「前条第１１項」に改

め，同条第１０項各号列記以外の部分中「前条第１０項」を「前条第１２項」に改め，同

条第１１項中「前条第１１項」を「前条第１３項」に改め，同条第１２項中「前条第１２

項」を「前条第１４項」に改め，同条第１３項各号列記以外の部分中「前条第１３項」を

「前条第１５項」に改め，同条第１４項中「前条第１４項」を「前条第１６項」に改め，

同条第１５項中「前条第１５項」を「前条第１７項」に，「第１６項」を「第１８項」に改

め，同条第１６項中「前条第１７項」を「前条第１９項」に改め，同条第１７項各号列記

以外の部分中「前条第１８項」を「前条第２０項」に改め，同条第１８項各号列記以外の

部分中「前条第１９項」を「前条第２１項」に，「第２０項」を「第２２項」に改め，同条

第１９項各号列記以外の部分中「前条第２１項」を「前条第２３項」に，「同条第２２項」

を「同条第２４項」に改める。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 

 


